
計
画
開
発
課
1
66
◆

1
1
4
2

宝
飯
都
市
計
画
ラ
グ
ー
ナ
蒲
郡

地
区
計
画
案
を
縦
覧
し
ま
す

と　
き　
3
月
5
日
㈬
〜
18
日
㈫

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
30

分（
閉
庁
日
は
除
く
）

と
こ
ろ　
計
画
開
発
課（
市
役
所

新
館
3
階
）

※
縦
覧
期
間
中
は
意
見
書
を
市
長

へ
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

行
政
課
1
66
◆

1
1
5
5

市
民
会
館
指
定
管
理
者
が
決
定

市
民
会
館
の
指
定
管
理
者
が
、

前
回
の
指
定
取
り
消
し
に
至
っ
た

反
省
か
ら
公
認
会
計
士
な
ど
に
よ

る
財
務
状
況
の
チ
ェ
ッ
ク
を
強
化

し
、
応
募
さ
れ
た
8
つ
の
団
体
の

な
か
か
ら
ピ
ー
ア
ン
ド
ピ
ー
グ

ル
ー
プ
蒲
郡
市
民
会
館
運
営
共
同

体（
株
式
会
社
ピ
ー
ア
ン
ド
ピ
ー

と
日
本
管
財
株
式
会
社
名
古
屋
支

店
の
特
定
協
同
企
業
体
）に
決
ま

り
ま
し
た
。
指
定
期
間
は
、
4
月

1
日
か
ら
3
年
間
で
す
。

市
で
は
、
今
後
も
民
間
の
能
力

を
活
用
し
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
と
経
費
節
減
に
努
め
て
い
き
ま

す
。

保
険
年
金
課
1
66
◆

1
1
0
2

4
月
か
ら
精
神
障
害
者
医

療
費
助
成
を
拡
大
し
ま
す

精
神
手
帳
1
級
ま
た
は
2
級
を

お
持
ち
の
方
が
、
精
神
病
院
へ
入

院
し
た
時
に
支
払
う
医
療
費
に
つ

い
て
は
、
自
己
負
担
の
2
分
の
1

を
助
成
し
て
い
ま
す
。
4
月
か
ら

は
、
自
己
負
担
分
の
全
額（
差
額

ベ
ッ
ト
代
、食
事
代
な
ど
は
除
く
）

を
助
成
し
ま
す
。

申
請
方
法
は
、
こ
れ
ま
で
の
と

お
り
医
療
費
の
支
払
い
後
で
す
。

新
た
な
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。

健
康
推
進
課
1
67
◆

1
1
5
1

無
料
妊
婦
健
康
診
査
の
回

数
を
増
や
し
ま
す（
予
定
）

平
成
20
年
4
月
か
ら
無
料
で
受

け
ら
れ
る
妊
婦
健
康
診
査
を
2
回

か
ら
5
回
に
増
や
す
予
定
で
す
。

こ
れ
に
伴
い
、
4
月
1
日
以
降
に

母
子
健
康
手
帳
の
交
付
を
受
け
ら

れ
る
方
か
ら
妊
婦
健
康
診
査
受
診

票
を
5
枚
お
渡
し
し
ま
す
。ま
た
、

既
に
受
診
票
を
受
け
ら
れ
て
い
る

方
は
追
加
交
付（
予
定
）し
ま
す
。

と　
き　
4
月
1
日
〜

午
前
9
時
〜
午
後
5
時（
土
・

日
・
祝
日
を
除
く
）

と
こ
ろ　
保
健
セ
ン
タ
ー
（
浜
町

4
番
地
）　

対　
象　
3
月
31
日
ま
で
に
母
子

健
康
手
帳
の
交
付
を
受
け
ら
れ

た
方
で
、
出
産
予
定
日
が
5
月

以
降
の
方

持
ち
物　
対
象
と
な
る
妊
婦
さ
ん

の
母
子
健
康
手
帳

追
加
交
付
数

出
産
予
定
日

追
加
受
診
票

5
月
以
降

1
枚

6
月
以
降

2
枚

7
月
以
降

3
枚

児
童
課
1
66
◆

1
1
0
8

手
当
を
振
り
込
み
ま
す

市
遺
児
手
当
の
3
月
期
支
払
分

（
10
月
〜
3
月
分
）
を
3
月
31
日

㈪
以
降
に
受
給
者
指
定
の
金
融
機

関
に
振
り
込
み
ま
す
。
確
認
し
て

お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

児
童
課
1
66
◆

1
1
0
7

認
可
外
保
育
施
設
入
所
の
第
3

子
の
保
育
料
を
補
助
し
ま
す

市
で
は
、
就
労
と
育
児
の
両
立

支
援
を
図
る
た
め
、
認
可
外
保
育

施
設
に
入
所
し
て
い
る
第
3
子
以

降
の
3
歳
未
満
児
の
保
育
料
を
補

助
し
ま
す
。
平
成
19
年
10
月
分
か

ら
3
月
分
ま
で
の
保
育
料
を
5
月

末
日
ま
で
に
支
払
い
ま
す
の
で
、

お
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
請
に
は
保
育
料
の
領
収

書
が
必
要
で
す
。

申
請
手
続
き
お
よ
び
平
成
20
年

度
分
に
つ
い
て
は
、
児
童
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

清
掃
課
1
57
◆

4
1
0
0

平
成
19
年
度
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
な
ど

の
測
定
結
果
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

体
育
課
1
67
◆

5
0
1
7

蒲
郡
市
青
少
年
団
体
等

互
助
会
に
ご
加
入
を

加
入
さ
れ
た
各
種
団
体
の
活
動

中
、
傷
害
事
故
が
起
き
た
場
合
に

会
費
を
財
源
と
し
て
見
舞
金
を
給

付
し
ま
す
。

少
な
い
加
入
金
で
、
あ
ら
ゆ
る

団
体
の
活
動
を
応
援
す
る
の
が
青

少
年
団
体
等
互
助
会
で
す
。

加
入
資
格　
市
内
在
住
・
在
勤
・

在
学
者
で
構
成
す
る
10
人
以
上

の
団
体（
ス
ポ
ー
ツ
団
体
・
生

涯
学
習
団
体
な
ど
）

年
会
費　
高
校
生
以
下
50
円

　
　
　
　

大
人
200
円

加
入
期
間　
4
月
1
日
以
降
で
会

費
を
納
入
し
た
日
か
ら
平
成
21

年
3
月
31
日
ま
で
。

た
だ
し
、
前
年
度
加
入
団
体
に

限
り
4
月
中
に
手
続
き
を
す
れ

ば
、
4
月
1
日
か
ら
有
効
に
な

り
ま
す
。

傷
害
見
舞
金　
団
体
活
動
中
の
傷

害
事
故
に
対
し
て
給
付
さ
れ
ま

す
。（
給
付
対
象
は
通
院
3
日

以
上
で
給
付
額
は
治
療
日
数
に

よ
り
異
な
り
ま
す
。）

申
し
込
み　
4
月
1
日
㈫
か
ら
市

民
体
育
セ
ン
タ
ー
内
の
蒲
郡
市

青
少
年
団
体
等
互
助
会
事
務
局

（
☎
69
◆

3
2
4
1
）へ
。

クリーンセンターからの排出ガス
主な測定項目 単位 1号焼却炉 2号焼却炉 法律上の規制値

ダイオキシン類 ng-TEQ/N㎥ 0.17 0.14 5以下
窒素酸化物 ppm 120 120 250以下
ばいじん g/N㎥ 0.001未満 0.001未満 0.08以下

埋立処分場浸出液処理施設からの放流水
主な測定項目 単位 一般廃棄物最終

処分場（大塚）
一色不燃物
最終処分場 法律上の規制値

ダイオキシン類 pg-TEQ/L 0.00032 平成19年4月から
浸出液の処理を
蒲郡市幸田町衛
生組合清幸園衛
生処理場でおこ
なっています。

10以下
PH（水素イオン濃度） － 7.0～7.5 5.8以上8.6以下
BOD（生物化学的酸素要求量） mg/L 4.9 60以下
SS（浮遊物質量） mg/L 1未満 60以下
ダイオキシン類・PHを除く項目の数値は平成19年4月から11月までの最大値。
PHは最小値および最大値。
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